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鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程担当教員資格審査基準

平成元年１２月２０日

学 長 裁 定 

                                                  改正    平成１０年１２月２１日 

                                                       平成１２年 ６月 ７日 

                                                          平成１９年 ３月１３日 

                             平成２３年 ６月１６日 

                             平成２３年１２月１５日 

 平成２６年 ２月２７日 

平成２９年１１月２２日 

第１条 大学院体育学研究科修士課程（以下「修士課程」という。）における研究指導担当教員 

 （以下「○合適格者という。）にあっては、原則として本学教授、准教授及び講師のうちから、次

の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると

認められる者とする。 

 (1) 博士の学位（外国におけるこれと同等と認められる学位を含む。以下同じ。）を有し、

授業及び研究指導を担当する上での高度の知識、教育研究上の識見及び能力を有すると認めら

れる者 

 (2) 博士の学位を有しないが、担当する授業及び研究指導に関する著書・論文等による研究業績

が顕著で、かつ、前号の者に準ずると認められる者 

 (3) 体育の専門分野について高度の技術・技能を有する者 

 (4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

第２条 修士課程における授業担当教員（以下「合適格者」という。）にあっては、原則とし

て本学の教授、准教授及び講師のうちから、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門

分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。 

 (1) 博士の学位を有し、授業及び研究指導の補助を担当する上での高度の知識、教育研究上の識

見及び能力を有すると認められる者 

 (2) 博士の学位を有しないが、担当する授業及び研究指導の補助に関する著書・論文等による研

究業績が顕著で、かつ、前号の者に準ずると認められる者 

 (3) 体育の専門分野について高度の技術・技能を有する者 

 (4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

第３条 学長が特に必要と認める修士課程における授業のみを担当する教員（以下「可適格者」と

いう。）にあっては、原則として本学の教授、准教授及び講師のうちから、当該授業科目に関す

る専門的知識及び経験を有する者とする。 

第４条 本学の教授、准教授及び講師でない者から○合適格者、合適格者又は可適格者を選考する

場合の審査基準は、前３条の規定を準用する。 

   附 則 

 この基準は、平成元年１２月２０日から施行する。 
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   附 則（平１０．１２．２１） 

 この基準は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平１２．６．７） 

 この基準は、平成１２年６月７日から施行する。 

      附 則（平１９．３．１３） 

 この裁定は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則（平２３．６．１６） 

 この裁定は、平成２３年６月１６日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平２３．１２．１５） 

 この裁定は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平２６．２．２７） 

 この裁定は、平成２６年２月２７日から施行する。 

附 則（平２９．１１．２２） 

 この裁定は、平成２９年１１月２２日から施行する。 


